
産科救急搬送受入体制等に係る各都道府県の総点検結果  

平成13年10月から運用しており、  ○情報更新の督促等は実施していな  ○照会等は実施していない白   
現在、総合周産期母子医療センター  い。  等は別添2のとおり）  
（6歯所）、地域局産期母子医療センタ  ○システム参加医療機関での更新状  
ー（25睦所）、三医育大学及び北海  況については、システムの管理運営委  
道立子ども総合医療・療育センター  托先から、毎日（土日を除〈。）送信さ  
で、ハイリスク児・ハイノスク妊娠にお  れている。   
ける受入可能状況について情報提  

l  北海道         供できる体制となっている。   

2  更新郷度は以下のとおり。即時性は確保さ  医僚機関個々の状況により、そのような体制となっていない例が多い。  行っている。   設けられている。  一部医療機関にそのようなものもあ  県は毎日行っていない，また、一部の  
れているとはいえない。   規模の大きな病院にあっては事務担当者が診療科・病棟の状況を取りまとめ入力することになっでいるケースが多し、。その過程で医療機関全体の状況を把握  システム照会画面は一覧性があり、わ  る。システムには入力時間が明示さ  消防本部は疑義ある場合には確認し  
参加医療捜関のほとんどは銅・夕の2回入  かりやいものとなっており、貝としても  れるが、受入可能で状況が変わらない  

I I l  

】力しているケースが多し、たれ却鋳掛ま確   」  l  l  

力しているケースが多し＼ため、却時短は確■  消防本部の利用状況を把麗し、各消防l  ときには更新するための入力を行わな 
探されているとはいえない。なお、即時性、  本部担当者へ内容睨明等を行ってい  い医療機関もあり、信操性を低下させ  
つまリアルタイムの情権が必要とされるの  る。  ている。  
であれば、運用及びシステムの基本的な  
考え方を大幅に見直す必要がある。  

3  岩手罠  導入している   診療応需情報については．昼間応需と当  当該システムは各病院の医事課等に設置され、事務陰員又はケースワーカー等が入力に当たっている。  救急医療情報として設定する出入力  システム上の区分は「産婦人科」であ  医療機関への入力指導については、  医療機関への入力指導については、  
岩手県広域災害・救急医療情報システ  項目は次のとおり。  り、「産科」のみの区分は互生けられ  
ム  4時に定時入力することとしている。  ・診様科目毎の診療の可否（応需可能  る。   る。   
導入時期二昭和57年2月  平成19年4月－12月において、県内各2次  科目）  

参加医療捜関数二127件   医療圏において救急輪番制に参加してい  ・男女別の空床致・血液の保管情幸艮  
る医療機関における更新頻度は、月平均  ・病院群輪番制病院当番情報  
1医療機関あたリ3473回で、1日に1－2  ・在宅当番医制当番情報  
回の更新が行われていると推測される。  ・休日夜間急患センター情報  
ただし、更新頻度は医療期間毎に大きな  ・医薬品情報（リンク）  

ぱらつきがあり、盛岡圏域の医療機関は  
多いのに対し、同一圏域内の医療機関致  医療機関への入力指導については、  
が少ない医療機関ほど輝度が低い傾向が  （社）岩手県医師会に委託し行われてい  
見られる。  る。  
圏軌こ受入病院が少ない塙合、要請閻が  
システムに縛らず、電話等で直搾応需連  
絡を行っているものと考えられる。   

4  宮城県  救急医療情報システムは、医療機関  127医療操関が参加し、情報の更新を1日  「救急搬送患者への対応に係る医療機関への調査」を平成20年1月に救急医  （同産期医療情報システム）   救急医療情報システムで提供する情  診療科別の応需状況については、r産  
や消防本部に対して．患者の転搬送  Z回程度行うこととしているとともに、4日  療機関を対象に実施し、結果を、救急搬送時間短紹化のための施策立案に反  空床情報の更新は、総合周産期母子  報内容等については、救命救急科医  科」のみの区分が別途設けられてい  
に必要な病院の診療可否や空床情報  る。  
等を提供しており、平成19年度から  母子医療センターは最低週2回は行う  
は、利便性の向上を回るため、Web化  こととしており、情報の更新が無い塙  
を行った。   保等が必要であり負担が大きい。   合は、入力の督促を行っている。   

5  一；；＝  秋田県では平成9年に一秋田県災害・  救急告示病院において、月一会曜日で  まとんどの医療機関で事務戦員が入  入力を担当する陣貝が、直接、空床情  夜間・休日に棒倒していない施設が1  平成19年4月にシステムを更新して  「産科」の項目を設けています，なお、  情報センターの運営は県医師会に委  
救急医療情報システム」を整備っ  ま、全ての医療橙関で時間を定めて情報  力を担当しています。なお、入力担当  報等を確認している施設は12施設と  4施設であり、この時間帯は情報の更  います。更新にあたり、平成19年3月  情報は、他の診療科日と並列に同時  託しており、救急告示病院の応需情報  
県内の全病院（78施設）、全消防本部  新が実施されていません。  に県内8ケ所を会塙として、各病院、消  の更新状況を平日．概ね午前10時、  
（13施設）及び各保健所等、災害・鞍  防機関等、関係機関を対象とした玩明 会を実施し 午後3時の計2回確認しています。情  
急医療関連する関係団体がシステム  、操作方法、入力項目等に  報の更新がなされていない場合は、電  
に参加しています。   更新以外にも、必要に応じて情報の更新を  ついて周知しています。   百舌連絡にて督促を行っています。   

行う体制としている医療横間は13施設と  
なっています。  
土曜日において情報の更新を実施してい  

る医療機関は、16施設、日曜日・祝日に  
おいては12施設となっています。   

6  山形県  旬本県では、15消防本部と、3つの三次救急医療捜関、37の救急告示病院が中心となり、救急搬送体制を構築している。  

②／りコン等を活用Lた救急医探情報システムは運用していないが、地域の実情にあわせ、消防機関が日々宿直医等の  
情報を確認する体制等を構空している地域や、地域内に限られた枚急病院しかないため消防機関からの搬送照会があっ  
た際は完全に受け入れる体制を構築している地域などがある。  
③こうした地域の実情に応じた体制を構築、充実していくことで、救急搬送に対する支援体制は確保されていると認識して  
いる。  

7  福島県  導入している。   1日2回の定時入力をしており、その他に  入力者が直接確認をしている（一部の  入力できる。   定時入力時聞を10分経過すると自動  されていない   情報センターで入力状況を確認してお  
変動が生じた場合には随時送信することと  医療機関では確認書を決めて入力者  音声案内、FAズ及び電話による晋促を  り、消防本部でも応需情報を電話で確  
している。   へ報告する体制をとっている）。   する体制となっている。   て周知している。   諾した上で搬送している。  



また、そのうち17本部が医師とホッ  

l  北海道   トラインがつながっている状況。  すと、病状が又聞きになるので止める  

（柑8医療機関中有効回答99機関）   0妊婦の搬送に係る手順書等が整備  
されているのは、68消防本部の中で1  
0本部であるが、その他の消防本部で  
は．一般的な手∬喜や、搬送先が限ら  
れいることから、敢えて書き物として整  
備しなくても間送はない状況。   

2  青森県  概ねとられている   されていない。   すべての救急医捺捜関には設置され  作成している。   配置されている。   妊娠を確認した場合には観零は可能だ  とbれている。   狂  な  ′‾＼  

医療機関によって異なるが、ほとんど  対応については．事実上対応にあたっ  ていない。  基本的に救急救命士が救急車に乗  が、手順書等はない。  療機関に搬送している消防分署が1あ  

の医療機関では看護師が消防本部か  るようにはなっているが、救急救命士  

らの照会に対応し、医師の判断を直接  の充足状況から、すべて時間帯におい  

聞きながら対応している。   供されていない。   の赦急医療機関には設置されていな  て乗るようになっていない。   それを前提に観察を行うことは可能だ  
い。なお、投藍されているものについ  が、それらがない場合には対応できる  る。〉   

ll   た楓員に任されている状況であり∴消  その様子から分かる場合、また本人の  

l   

l  る。〉  
l  

申告により妊娠が判明した場合には、  

l  l   

肪本部側にもこの点に関しては情報提  
聞きながら対応している。   供されていない。   の赦急医療機関には設置されていな  て乗るようになっていない。   それを前提に観察を行うことは可能だ  

い。なお、投藍されているものについ  が、それらがない場合には対応できる  
ては、医師と連絡がとれる状葱となっ  かわからない。また手順書等について  

ている。   は、特に作成していなし＼。  

3  岩手県  平日：休制あリ9  体制あリ2  ホットラインあリ6  作成している5  （消防本部総数12有効回答数12）  連携体制がある7  （総数12、有効回答数12）   把握している。  ルールが定められている1   共有化はしていなし＼。  

休日／夜間休制あリ7〔‾」2   マニュアルは作成されていない   ホットラインなし3  作成していない4  配置されている11   連携体制がない5  定められていない11   隣県への／くスワードの提供はしてい  

（総数13、有効回答数9）  配貫されていないl   手順毒は作成されているl  相旗・助言体制を確立している8  ない。また、膜県からもパスワードの提  

対応看は医師かどうか。  手順書は作成されていない11  相談・助言体制を確立していない4  供は受けていない。  

医師4それ以外2  

4  宮城県  「救急搬送患者への対応に係る医療隈関への調査」を平成20年1月に救急医環捜関を対象に実施し、  自  
結果を、救急搬送時間短縮化のための施策立案に反映することとしている。  又は救急科課程修了者が常時配置さ  

れている。   直隊員によっては観察不可となる隙  捜関に相談することができる。  ない。  
が、3本部で4救急隊あり、救急救命士  
の育成促進が求められる。  場合を除けば、指令センターと連携し  
妊婦の救急搬送に関する医療機関へ  
の連絡方法等を示した手帳書等を備え  
ている消防本部はない。  早期連携を図るためのルール作成の  
医療機関への連絡方法のプロトコール  
に顆するものの作成の可否について  ロール協法会での検吉寸を要するb   

は、検討を要する。   

目  
従事者である医師又は石渡師が応対  医療段間は10施設となっています。ま  れている医療機関は18施設と半数以  中、8施設となっています。   す。   困難な場合、枚急隊と指令センター双  おいて、救急搬送支援に係る相談・助  送件数は161件（転院搬送153件、  ルールや、搬送照会等の対応を行っ医  有化は図られていません。  
しています。事務員が応対する医療機  た．マニュアルを地域の消防本部に提  上を占めています。この他、消防棟関  す。  方が早期に連捜し照会を行う等の体調  言を行う体制がとられているのは、す  転院搬送以外8件）となっています．  療機関を予め定めてはい吉せん。   

関はありませんbまた、看護師が対応  供している医療捜閏はtb施設の内の  から救急部門の電言古に直接連絡が届  妊婦の致急搬送に閲し、医療捜問へ  県境を越えての搬送件数が多いの  
した場合において、医師に対して速や  〈、または、救急部門を担当する医師、  の連絡方法を示した手順書等は、いず  は、隣接県と拝する地域及び、高速道  

かに受入の照会がなされる体制が全  看護師の携帯電話等に直接連絡がな  れの消防本部でも作成されていませ  椿事、交通事情が良い地域となってい  

ての病院で確保されています。   される対応もとられています。  ん。   は救急隊での対応で十分な状態となっ  ます。  
受付を経由して電話が転送されるな  ています。  転院搬送以外の8件は、かかりつけ  

ど、直接救急部門に連絡できる体制が  医が隣接県の医療機関であるため、ま  

取られてし、ない医療段間が7施設あリ  たは、患者本人の希望によるものと  

ますが、搬送照会に応対する隠員は  なっており、自県内での搬送先医療機  
医師または看護師となっています。  閤の選定に困雉を来し、他県に搬送  

したケースはありません。  

6  山形県  凡窓口体制としては 医 直通のPHS等で 応する 制や 緻急部門直通の■ 先で・応する 靴代表電話等の  百事b琶                      冒  

窓口から院内医師等に対し速やかに受入判断の照会を行える体制などを各救急病院において講じている。  隊に救急救命士又は救急課程修了者  より運用され妊娠を前提とした傷病者  会する体制をとっている消防機傑もあ  
る。   師からの指示又は指導を受けることが  

有する職員により運用されている。   できる体制がとられている。  の搬送先の一つとして当該病院への  
また、各消防機関と医療依閏等の間で  
定期的に結合う機会を投け、救急搬送  
が円滑に行われるための搬送・受入体  
制等の協議がなされている。   緯は殆どない状況となっている。   

7  福島県  医師が直接応対しているか すぐに医  即時に医師に受入判断を確認できる  大部分の医療機関は、ホットラインを設  医療機関によっては、応答記録を作成  配置されている。   教育課程の教科目に含まれており、妊  消防本部により照会体制は異なるが、  とられている。   把握している。   現段階では定めていない。   他県から本県システムヘアウセスする  
師に照会できる体制になっている。  体制になっている。マニュアルにより迅  婦の観察は可能である。  緻急陪と指令センターとの連携体制は  ことは可能なシスーテム構成である。本  

速・的確な対応を行っている病院もあ  整っている。  県から他県へのアクセスは、他県のシ  

る。   医療機関への連絡方法を示した手腕  ステム構成による。   
書までは備えていない。  
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（2）鞍急医探と周産期医療の連挽  （3）地域における産科医療体制の確保  （4）妊婦健在診査の受診勧奨  

（ア）医療横間の救急部門と産科部門の連携  （イ）周産期鞍急情報システム  （ア）地域における産科医療体制の確保  （イ）産科医の硲保  （ア）妊婦健康診壬  （イ）公費負担の実施   

医療機関の微急部門において妊婦の  産租部門を有する医療絶間において、  一般の救急医額情報システムでの対応が  医療計画において、産科に係る医療体制が構築されているか。  市にお、妊婦健康診査の費用                    開通となった過去の搬送症例につい  都道府県において、（特に夜間・休日に  県下の医標機関における分娩費用を  都道府県・市町村において、関係睡閏  

搬送照会を受けた塙ム 必要に応じ  他部門の診療を必要とする患者の搬  四辻な場合の患者搬送に備え、必要に応  の連携により、地域住民に対し、妊娠・   

産科部門に確実に連絡がとれる等両  送紹介を受けた場合、同一又は県内同  じ、消防機関が周産期救急情緒システムを ‾一‾‾▲▼」▲‘lJL‘■’⊥  係舌による検証が行われているか。  把握しているか。その上で、各種の医師  額になるよう具体的な指導・助言を  出産に伴うリスクや妊娠の兆候があっ  
過  ト塩仝爪庄由一盟槌蛤仁 

＝濃違陽腋一ノ   ーrlll【」－′ノ■＝こjh′「▼・l・■・－■■【－－・－－t  
山工告発   

か。   等に連絡がとれる等連携体制が確保  （かかりつけ医等の他に、夜間に分娩  いるか。  話動を衰施Lそ亡1音義（∴  

されているかっ  を取り扱う医療機関や助産所が十分確  
保されているか。県内において空白時  
間蒜は存在しないか。）   

○消防からの妊婦緻争搬送照会を救  ○当システムについては、パスワードの発  ○ハイリスク分娩のみならず正常分娩にも対応可能な産科医療提供体制を縞   ○検証等は実施していない。   ○産科医師の充足状況は把握している  ○平成19年度から妊婦健康診査が2  

色部門で置けている分娩実施医療機  回から5回程度の実施ができるよう交   

関（分娩実施施設）は全道で33歯所  んどの産科医療機関が加入し ている状  字、旭川医科大字の三医音大辛から産婦人科医師の派遣を受け、産婦人科医   整備している地域がある他、輪番制は  を屈り、勤務環境の改善を促し、医学生や研修医で産婦人科医師を志望するイン   付税措甚が拡大されたことから、市町  査を受けることが重要であることから、  平成柑年11月時点 平成20年度実施予定  

となっているが 救急部門と産科部門  況。また、消防橡関については、消防本部、  師の侵先的かつ重点的な確保を回るとともに、産婦人科医師の配置が十分   実施していないものの、各塵”或に所在  センチイブを高め、苦い医師を育成するなどにより増員を図ることとしている。   村に対し妊婦健康診査の拡充につい  母性や乳幼児の健康の保持や増進を  実施周勤市町村数 実施回数市町村数  

の連携体制は確保されている。  消防署を含め、324臨所中117箇所が加入  でない地域の医探機関に対し、産婦人科医師の派遣を推進するなど、地域に   している総合周産期母子医療センター  ○産婦人科医師の確尉＝ついては、女性医師／くンクや国の緊急臨時的医師派   て通知するとともに、様々な機会を通  目的とした講習会を開催するなど、母  10回以上  4 10回以上  5  
しており、当システムの周知及び加入の促  等へ搬送することとしているなど、各地  じ、市町村への啓発を行っている。  子保健に関する内容が正確によリー  

進について通知している。   七引こおける搬送体制は梓立されてい  層の周知徹底を図るよう市町村に対し  5回108  
北海道  る。   依頼した。   5回未満166 4回3   

3回8   

2回4  
1回4   

未定46  
合音十180 1BO   

Z  青森県  確保されている   確保されている   体制がとられている   確保されている  検騒が行われている   把握している   正常分娩費用は自由形療であり、県  啓発活動を行っている  受診勧奨を行っている  5回以上の公費負担制度が全市町村において等  

「妊婦連結累」により医療機関との連   市町村訪問や主管課長会誌等を通   入されつつある    妊婦の搬送貯ムは 常に産科部門が  産科部門を有する全ての医療機関は、  産科部門を有する全ての医療機関ととも  通常の診療時間として夜間に分娩を取り扱う医療機関や助産所はないが、県   問題となる過去の搬送症例が発生した  県内の産科医の充足状況は把握してい  下の医療機関の分娩章用を個別には  

入可否Ⅵ 
ても同様の取扱いがなされている。  なっており 必要に応じて救急部門と  を行っている。  機関等による「周産期医療システム連  医師などの受け皿となる「あおもり地域医  円）の範囲内に設定されており、医療  婦連絡宗により、妊娠中の生活、リス  実施した。また、県広報で妊婦像康診  ま32市町村が5回以上の実施を予定しており、  

の連携確保が可能となっている。  絡会」を随時開催し、事例検証及び連  療・医師支援機欄」の創設や、医師確保  機関による大きな変動はないと認孟鼓し  クの兆候等について指申し、啓発活動  査の必要性lこついて啓発を行ってい  残る8市町村においても拡大を検討中としてい  

携体制の強化を匿っている。   の基本指針となるグランドデザインを策定  ている。   を行っている。また、妊娠についての  る。   受㈲脛をクキス‾⊥⊥なrT土ミ  同産期致至情報システムと並行して敷  に；県内全Tの消防横間が周彦期救急情  内1か所の総合思産期母子医療センター及び県内4か所の地域局産期母子医   場合は、総合周産期母子医療セン  る。その上で、本県に医師を誘引し、定着  把握していない。しかし、正常分娩黄  挽が図られており、市町村では、妊娠  じて、公費負担措置及び妊婦健康診  平成19年反中に公葬負担回数を40市町村中、    り ファーストコールが枚急部門であっ  急医療情報システムにアクセス可能と  報システムを利用できる体制となっている。  額センターにおいて24時間体制で緊急分娩の取扱いとハイリスク症例の受入   ター、発生圏域の関係医療機関、消防  させるための医師確保策として∪Ⅰターン  用は、通常は出産育児一時金（35万  届出時に医療横間から提出された妊  喜の必要性を啓発するよう動きかけを  16市町村が5回以上としている。平成20年度に                                                              る。   
ll   

同産期致至情報システムと並行して敷  

l  受入可否Ⅵ㈲脛をクキス‾⊥⊥なrT土ミ     に；県内全Tの消防横間が周彦期救急情  内1か所の総合思産期母子医療センター及び県内4か所の地域局産期母子医   場合は、総合周産期母子医療セン  る。その上で、本県に医師を誘引し、定着  把握していない。しかし、正常分娩黄  挽が図られており、市町村では、妊娠  じて、公費負担措置及び妊婦健康診  平成19年反中に公葬負担回数を40市町村中、  

り ファーストコールが枚急部門であっ  急医療情報システムにアクセス可能と   報システムを利用できる体制となっている。  額センターにおいて24時間体制で緊急分娩の取扱いとハイリスク症例の受入   ター、発生圏域の関係医療機関、消防  させるための医師確保策として∪Ⅰターン  用は、通常は出産育児一時金（35万  届出時に医療横間から提出された妊  喜の必要性を啓発するよう動きかけを  16市町村が5回以上としている。平成20年度に  
ても同様の取扱いがなされている。  なっており 必要に応じて救急部門と  を行っている。  機関等による「周産期医療システム連  医師などの受け皿となる「あおもり地域医  円）の範囲内に設定されており、医療  婦連絡宗により、妊娠中の生活、リス  実施した。また、県広報で妊婦像康診  ま32市町村が5回以上の実施を予定しており、  

の連携確保が可能となっている。  絡会」を随時開催し、事例検証及び連  
携体制の強化を匿っている。   の基本指針となるグランドデザインを策定  を行っている。また、妊娠についての  る。  

し、医師確保のための具体的な環境整備  悩み等の相撲窓口として保健所の「女  
等に取組んでいる。   性健康相放」について市町村広報を遇  

じて周知している。  

3  岩手県  確保されている（100％）   確保されている（9ト7％）  迅   
確保されていない医療機関には、救急   、 
に対応する専門診潔科が少ない  宅かb分娩施設まで自家用車で60分－90分を要する。本県の医療計画では、  ヽなヽ   お‾′－＼が妊‾兆   均等1l貴家底局子保健課長通知）に基づき  

本県の周産期医療ネットワークは かかり   遠隔妊婦健診やITを活用した周産期医療ネットワークなど、機能分担と地域連  候があった場合の医療機関受診につ  妊婦健康診査の拡充に努めているが、市町村に  

本県では、産科医師不足により平成19  把握していない。   めのアクションプランを策定するとともに＿  いての啓発活動は十分把握していな  よっては交付税であることから5回の実施に至ら  

年中にも2病院が分娩を休止しており、  医師確保対策室をおき、医師確保lこむけ  い。  ないところもある。  

産科救急の受け入れ体制は確保され  た取組を実施している。  市町村における小中学生の赤ちやん  
ていないため、搬送先のトリアージが  ふれあい体謀の事前学習として、母子  

重要となっている。  る医療惚関を調整し、確実に搬送する仕組  手帳を着用した健康教育が実践されて  
みとなっている。分娩を取り扱うすべての医  おり、県では赤ちゃんふれあい体験事  

療機関は周産期医療ネットワークを活用で  実の支援事業を推進し拡充に努めて  
きる体制にある。  いる。  

市町村の母子手帳発行時に併せて、  
総合周産期母子医療センターのN】CUが満  県が作成した／くパ手」帳を併せて配布  

床の場合にあっても、相対的に軽症の児か  」、妊婦健康診査の必要や妊娠中の  

ら後方支援病床に移すなどして受入してい  完早産の予l防について啓発している。  

る。空床情報だけでは受入不可能となるとこ  
ろだが、産科と小児科が連携して調整を  
匡lっている。   

〈■古Ⅷ虎握  一項＝＋訊H   

人工中絶の後遺症事件・事故による特殊な症例に関して処置匝雉、医師不    期決定・搬送を行うために必要な空床†吉報  クー等との連携を国り、周産期医療体制の整備を進めている。  いては、かかりつけ医のいない患者  の人口10万人に対する産科・産婦人科  子健康手帳を交付する際に、妊婦に対   

在で恩人不可とされたケースが多い  等を医療機関や消防本鰍こ提供している。  医師確保倭を推進しているが、宮城貝の人口10万人に対する産科・産婦人科   や、人工中絶の後遺症、事件・事故に  医師数は、7，5人であり．全国値より下  年おり、母子だけではなく、病院にとっ  し妊婦健康診査について説明を行い  回（20）、4回（2）、3回（3）、2回（5）、検討中  

産科医不足が叫ばれる中効率的な救急船送受入の実現のため、消防捜関と  医師数は、7．5人であり、全国値より下回っているほか、地域偏在も見られる。   よる特殊な症例に関して処置困難、医  回っているほか、地域偏在も見られる。  ても大きな負担となっている。このた  受診勧奨を行っている。   （5）となっており、多くの市町村が、5回以上の公  

医療機関の連携の下体制の榛東を図る必要があるが、限られた地域医療貨  特に県北地域の医療資源の不足が顕著であり、集約化・重点化を図ること   師不在で受入不可とされたケースが多  め、妊婦健康診査の受診に関する啓  草色担を行う予定となっている。（平成19年12  

源を有効に着用し 現場に混乱を招くことのない実効性のある体制とするため、  い。   看であり、集約化・重点化を回ることで、  発活動として、県でポスターを作成し、  月集計段階の状況）  

慎重な検討が必要である。  こととしている。  安全で適切な医瑳を効率的・効果的に提  平成20年3月にJR東日本電車中馬リ  
仙台地域では、産科セミオープンシステムが導入され、機能分担と連携によ  供できる体制の構更を因っていくことと」  で広報を行うとともlこ、市町村にも配布  

る産科医療提供体制が棉梁されており、緊急時には、妊婦が分娩予約をした  ている  を行う予定である。   
病院が対応することとしている。  
長期間にわたり人工呼吸管理が必要となる新生児に必要なN忙∪及びN】CU  
後方病床が不足し、他県への搬送も発生している。  

‾6I                           5  秋田県  県内で分娩を取り扱う病院は17施設  分娩を取り扱う病院おいて、他部門の   救急医療情報システムに産科に係る救急  分娩を取り扱っ病院において、産科  ハイリスク症例に対応するため、県央  「救急要旨引－おける産科・周産鞠傷  分娩を取り扱つ病院において、産科医  医療機関における分娩費用について  市町村において、医療機関との連携のもと、母親教室（ハハママ教室等）で、   平成15年度かb、県事業として妊婦健康診査の 無料券を5匡】（歯科健診1Ⅰ司）を限度とし 
であり これらの施設は全て散華告示  診療を必要とする搬送照会を受けた場   情報を含んだ内容で運用しており、消防機  医師はオンコールも含め24時間対応  地区に総合周産期母子医療センターを  病者搬送実整調査」において、問題と  が2名以下の病院が半数を占め、日直・  把握は行っていません。また、適当な  妊娠の綬過等、妊娠中の注意を含め教育を行っています。  、市町村  
病院となっています このため 同医環  舎、症状に応じて、同病院の赦急部   a割こおいても産科にaるn報を得ることが  を行っています.土曜日.日曜B・祝B  1カ所tF雇しています.また、県北、県  faるケースが発生していないことから、  当直やオンコ-ルによる待機など勤務医  金線とのW断材料が無いことから、指  また、市町村の広報や健R相談等でも妊婦健診の無料受診券制度を周知す   こ補助しており、市町村の独自分を入れても、公  
機関の救急部門で妊婦の搬送照会を  門、同一医療圏の救急部Fl、または、   可能となっています。   においても同様となっています。  南地区に地域同産期母子医療セン  医療機関、消防機関等からなる検証は  の負担が過重となっているなど、産科医  専・助言を実施したことはありません。  るとともに受診勧奨をしています。  責で負担されている妊婦健診（検査券も含み）  

啓けた場合 同医療機関の産科部門  他の医検周の救急部門に連絡する連  クーを各1施設認定しています。このほ  行っていません。   が絶対的に不足しています。   なお、保健上必要があるにもかかわ  ま、最低9回分（ほとんどが10回）となっていま  

に連絡、または、携帯電話で産科医に  か、大学医学部附属病院においても、  このため、産婦人科等の特定診療科に  す。  

連絡することで、確実に連絡がとれる  ハイリスク症例の受入がなされていま  従事しようとする大学院生又は研修医に  
連携体制が確保されています。   す。  対する修学資金又は研修資金等の貸与  

を行うなどの各種取り組みを実施し、医師  
確保に取り組んでいます。   が行われています。  

E】昌号ゑ・ヨき⊇，  
の医療依関はオンコール体制で対応している。産科を有しない医療機関に妊    有していないが、（1）（ア）のとおり地域の実  る拠点病院、さらに高度周産期医療校閲まで達観した、県全体を力′トLた周   ない。   診勧奨のため、県及び市町村において   

娼が搬送された場合においては、同一医療周の産科を有する病院への紹介を  を創設する等、県としての対策を講じて  チラシの配布をはじめ、ホームページ、  

行う等、両部門の連携体制が確保されてる。  送照会への支障はないと認鼓している。   いるところである。さらに．医師に対す  広報たやマスメディア等を活用しての  
また、産科部門から他診療科受診を要する患者への対応については、自医穂  る子育て・介護情報を提供する等のサ  啓発を行っている。  

捜関内での専門医による対応、または医療圏内の専門病院に紹介する等の連  ポート事業も展開している。   各市町村において、母子手帳交付時  

秩を周っている。  や広報誌等により公費負担制度につ  
いて周知を囲っている。  
また、未受診者に対して個別の受診勧  
奨を行っている市町村もある。   

山  福島県  連携体制が確保されている。  連携体制が確保されている。   ∃lJh－1∃  
ら稼㈲しており、消防枕関が利用している。システムを構要している。  行っている。   や地域推薦枠の設定、ドクターバンクの  ロで受診勧奨を実施している。公費負  

運用、公的病院等への医師派遣、修学  担措置についても、多くの市町村で、  
資金の貸与など産科医を含めた医師確  母子健康手嶋交付時の他、広報誌、  
保対策に積極的に取り組んでいる。   ホームページ等で周知を図っており、  

未実施の市町村においても、全ての市  
町村で今後実施を予定している。   

3
 
 
 



8  茨城県  導入している  く  十－  無  
機関が2回以上入力している）   している  なっている   行っている   督促を行っている   に説明会を実施しており一内容は理解  

応需情報がリアルタイムの情報になっ  されている  
ていないため．救急隊が搬送照会を行  

センターが医療機関からのシステムに  
うときに医療機関の診療状況と応需情  関する問い合わせに対応している   
報の内容が合っていない場合がある  
救急車内から応需情報を閲覧できない  
ため．救急現場で情報システムを着用  

することができない   

g  栃木県  導入している   概ね1日1．21回の更新   本県では、約83％の救急医療棲関において、医療捷関の機能・体制等に精  丸3日、入力を行わない医楔機関に対  「産科」のみの区分は矧ナていない  事実関係について照会を行っていない   
通した看がシステムに入力しており、約82％の医療機関において空床状況の  し、入力の督促を行うなど、フォローを  

確認を行っている  行っている   

巳1回以上の更新が行われてし、る。  櫛こ精通した壱が入力している。   †丁つししヽ匂   連体制がとられている。   旺   
る。  

、1［∃1の 
行っているため、更新の都度、内容に 係る周知を因っているとともに、必要に   いて、 っ  

巳1回以上の更新が行われてし、る。  櫛こ精通した壱が入力している。  †丁つししヽ匂  連体制がとられている。   隻けndM腋    託先にお  10  群罵県  鞍急医額情報システムを導入してい  産科救急の中核医硬縫関にあっては、1  医師・看護師等の医療撹関の機能・体  医師、看護師等が空床状況の把握を  一部の医療捜関を除き、十分な状況伝  一部の医療機関においては、入力真  ンス丁ム管理者（事業の委託先）にお  概ね5年毎にソスTム全体の更新を    産科」のみの区分を設けている。  産科救急の中核医療機関にあって は回以上更新が行われてい る 
報入力ができない場合がある。   係る周知を因っているとともに、必要に  。   いる。  

応じ周知軸底に努めている。  

埼玉県  ○   毎日入力79．3■i   △対応82肌   △対応75．9■i  △対応58．60i   △62．1㌔   △全ての医療機関に対し、文書やシステ  △  △救急医療情報センターで必要に応じ照  
ムのお知らせ画面で、入力更新の励行  会を行っている  
を依挿している  た   

12  千葉県  専入している   毎日勃夕2回定期的に情報の更新を行う  医師・看護師が病院全体について入  入力者が確認 17施設  †・   
こととしている（実施奉 62肌）   力  く■′  ／、ている   周知を図りその後蒲り′‾く運用されて   管理はしていない   

3施設  日    13施吉賢  休日に入力をしている   26施設   いる   消防杜関では、tl機関が照会を行って  

医師・看技師が診療科目毎に入力  いる  
6施設   

13  妄＝ － ＝・  専入している   ・変更がある都度医療隈関が入力し、内容  ・端末は救急外来等に設置し、医臥看護師等が迅速・的確に入力できる体制をとっている。  て●  

が更新される。   ・東京都指定二次救急医療機関においては、夜間・休日も通年で常時対応する体制をとっている。  は、消防捜関及び救急医療所管課が  る。   であり、固定化はしていない。   システム障害発生時等に必要に応じ  
適宜入力更新状況を確認し、個別指導  て確認している。   
等を行っている。  

14  神奈川県  昭和57年よりー神奈川県救急医療情  ・システム参画医療機関に対しては、毎  ・入力者については、県から「瞼樺」は指定しておらず、  ・システムの情報管理については、神  ・システム運用マニュアルや、説明会  ・現在、「産科」のみの区分は設定して  

報システム」を構築L 神奈川県救急  日、朝一夕の2回の定期入力と、状況の変  医療機関毎に機能しやすい方法で対応しており、  おらず、「産婦人科jとして括っている。   

医療中央情報センターにおいて 消防  化に伴う入力を依頼することによって、情  実際に、各医療機関によって、医師、看腹師、事務隠員、守樗i等となっている。  設置している「神奈川県救急医療中央  こついては、説明しており、医療控関  入力の結果としてのことであれば、当  医療中央情報センターにおいて、応需  

機関、地域情報センター及び医療橙関  情報センタ【jにて行っており、システ  然あり得る。   情報入力の督促、内容確認等を行って  

からの問い合わせに対して、救急患者  ムヘの入力が濡っている医療機関に  いるが、定期的に更新がなされている  

の搬送が可能な医療捜関の案内及び  対しては、救急医療中央情報センター  医療機関に対して、その表示内容につ  

情報提供を行っている。   が定期的に督促等を行っている。   いて、誤りの有無など事実関係を確認  
することは行っていない。  
・なお、救急医療中央情報センターが  
実際に搬送先を選定する際には、応需  
情報の表示内容について当吉姦医療機  
関に照会し、受入可否の確認をした上  
で搬送している。   

15  新潟県  周産期医療情報システムを導入して  1日最低2回の更新を行っている。状況  精通した善が入力・・・4医療撞閤   精通」た者が入力する医療機関は、  事務職邑等が入力を担当している場  ほとんとの医療機関においては、夜  情報を6理している新潟県救急医療  周産期医療協さ句会において、ソス丁  周産期医療情報ンス丁ムに登載して  NICUについては、吊時宗床に近い  搬送前に該当医療機関に確認を行っ  

いる。 総合 が変われば随時更新している。  （小児科医、産婦人科医、看護師長   その者自身が空床状況を確認してい  含は、緊急処置や手術の状況が伝達  間、休日も入力を行っている一方で、  情報センターが、未更新の場合は督促  ム設置時に表示項目等を検討し決定し  いる医療捜関はすペて「産科」あり。  状敷こあるため受入可能なときは少な  ている。  
周産期母子医療センターを含め  等）  る。   されてはいない。   夜間、休日の入力を行っていない医療  し、情報の更新をするよう促している。  た。閲覧を希望致する消防橙関や一般  いが、随時状況は更新している。  

た7医療依関の空床情報（M口CU、N  その他の者が入力・‥2医療機関  機関もあった。  医療快関にはパスワードを付与し閲覧  なお、総合周産期母子医療センター  

CU）を提供している。（消防橙関や－  （事務織員、当直師長）  いる場合、入力者が直接空床状況の  してもらっている。  は、自医療橙関が受入不可能な場合  

般分娩取扱機関が閲覧可能）  確認はしていないが、医師からの指示  は、県内医療機関の空床状況を確認  
により入力している。  L、調整を図っている。   
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手順書は作成されていない   

9  栃木県  平日昼間においては約75％の医療機  救急専用のホットラインとしては、分娩  93％の消防桂閻で可能  93％の消l防機関でとられている  とられている   本県から県外への搬送件数は把握し  現在のところ対応していない   
関で、夜間・休日においては約71％の  施設を有する救急医療機関において  ている。また、主に県南地域において  

医療機関で、直ちに医師等の受入判  は約67％の施般に敷設されている   産科の手順書はない（脳卒中の手順  救急や周産期医療について、高次の  

断を行える看が直接対応する体制がと  毒はある）  医僚機能を持つ自治医大や足利日赤  
られている  等に近隣県から多くの患者が来院し間  

迅となっていることから、これらの病院  
への搬送件数については把握に努め  
ている  

10  群馬県  まとんどの医僚機閏において、医師が  医師以外の者が受入照会の対応を行  一部の医環機関を除き、代表番号以  一部の医療機関では、応答記録の作  救急隊には、救急救命士、救急標準  妊婦の救急搬送に関する手順書等は  運用の中で達挨して照会する体制がで  現状で事後検証等を実施しているが、  隣接県への救急搬送の総臥また、母    母体及び新生児を県外に搬送する唱現状では、共有化は図られていない 合 

直接対応する体制となっている。  う場合であっても、全ての医療瞳関に  外にホットラインを有している。   成を行っていない。   課程または枚急Ⅱ課程修了者が配置  ないが、基本的な観察は可能である。  きている。   、基本的には、総合局産期母子医  
おいて医師に受入の判断を確認できる  されている。よって、一般的な観察や  ていない。   は、概ね把握している。  療センターの医師が雇外医確機関と  
体制が取られている。   外の看である場合もある。  処置は全ての救急隊において可能で  の調整を行っている。  

ある。  県外から県内に搬送されてくる場合  
は、搬送の受入依縛があった原産期  
医療施偲において、受入可能な状況  
である塙合、県外搬送を受け入れてい  
る。  

ロ  埼玉県  △対応89．7～   体制がとられていない場合一3医環機  ○   救急隊において、妊娠を前提とした懐  

閻  
△   X  

ラインが敷設されているか  病者の規零が可能か  
△対応55．2％  ○  

窓口から院内の医師等に対し、速やか  
に受入判断の照会を行える体制が確  消防本部に、妊婦の救急搬送に関し、  
保きれている  れているか  医療機関への連絡方法等を示した手  
△対応66，丁㌔  △対応4し4㌔   願書等があるか  

△   
照会応答マニュアルが作成されている  

照会応答マニュアルが医療機関の戦  
邑のみらず、地域の消防本部にも情報  
共有されている  

12  千葉県  体制がとられている施設 24施設  体制がとられていない 10施設  ホットラインがある 16施設  作成している  20施設   配置されている   微急隊において、妊娠を前提とした傷  体制がとられている  28施設  体制がとられている消防本部  3  管外搬送の状況としては把握している    柑施設が、県外の医療捷関リストを作現在、共有化は図られていない  
うちl施設は平日昼間のみ   医師等に照会を行える10施設  病者の観察が可能 26緩関  （対象 B箇所）  成しており、そのうち、5施設がルール  

マニュアルの作成 5施設  手順書がある   1機関  を定めている。  

共有化は図られていない   

13  去＝ － …・  ・東京都指定二次救急医療杜闇にお  ・救命救急センターにはホットラインが  ・救急料及び救急救命士課程において  ・東京都メディカルコントロール協措会  ・可能ではない。   

いては．夜間・休日も通年で常時対応  整備されており、必ず医師が対応して  教南されており．観雫可能である。  として放急隊穐専医体制を確保すると  
する体制をとっている。受入判断は医  いる。他の施設は、枚急外来直通又は  ・東京都メディカルコントロール協議会  ともに、事後検証委員会等の体制を  

師が行うが、看護飼等を経由しての確  代表電話経由で担当科に連絡してい  による検討を経た緻急活動基準によリ  とっている。   

認となることもある。  る．   実施している，   

14  神奈ノーl県  直ちに医師等の受入判断を行える者  上古己体制について、平日昼間、夜間・  消防機関からのホットラインを敷設して  搬送照会に係る応答記録を作成してい  消防法施行令で、救急隊員は、  全ての級急陳に救急科課程修了者等  消防機関への調査の結果   ・県内各地区メディカルコントロール協  県境を越える救急患者の搬送は相当    当県では搬送に係るルールは定めて・救急医額情報システムは、各都道府  
が直接対応できる体制について、確認  休日のいずれか一方でも体制が取ら  いる医探観閲は約53％、また、対応  る医療機関は約47％。   一 救急業務に関する講習で総務省  の救急医療に関する知言註を有する隠  照会を行う等の休制がとられている消  ほ会（5地区）において、救急絶命士へ  数あるものと思われるが、当県におい    いない、  県がそれぞれの地域性や実状に応じ  
した結果、平日唇臥夜間・休日ともに  れていない医療接関（82医療機関）に  者を医師等と定めている医療捷関は、  ただし．このほかに．受入を断った場  令で定めるものの課程を修了した者  員が配置されており、妊娠を前提とした  防本部   の指示体制を確保している。   て、具体的な搬送実葱は把握していな    また、搬送照会等の対応を行う医療捻て運用しているものであり、現時点に  
体制が確保されている医療機関は約4  確認した結果．速やかに医師等に照  そのうちの約53％であった。   合、休日・夜間のみ、来院されなかっ  全26消防本部のうち17本部  ・また、救急救命士の質の向上、指示  関等についても予め定められてはいなおいては、パスワードの提供を行う等、  

2％、平日昼間のみの体制確保が約1  一合など対象 した上～成し   い  シス‾ムの共有化は図ってい≠‾い  
0％夜間休日のみの体制確保が約   回答数1引（回答孝762％）   ている医療機関はあった。   総務省令で定める者  への連絡方法等を示した手順書善が   のため、症例検討会、指示医師研修  

3％となり、平日昼間．夜間・休日とも  回答数139（回答率75．1％）   とされているおり、全ての救急隊に救  会、検証医師連絡会等を開催し、救急  
に体制が確保されていない医療橙関  急科課程修7看等の救急医療に関す  搬送支援体制の推進を図っている。   

は約45％であった。  約43％の医療捜関が作成している  る知絡を有する陣貝が配置されてい  
回答数】41（回答率78．2％））   が、一方で、地域の消防本部とマ＝ユ  る。   

アルを共有している医療桂関は約1％  
であった。  

15  新潟県  NICUを整備している規産期母子医療  上記体制がとられていないセンター  救命救急センターに消防機関からの  応答記録用経という様式はないが、  すべての救急隊に緻急救命士又は救  全数急隊員が救急科課程等を修了し  救急隊による受入照会が困難な場合  消防本部から相談、提案等があれば、  把握している。  県外への妊産婦や新生児の搬送につ 現在、他県の応需情報へのアクセスの  
センターにおいては、夜間、休日にお  においても∴窓口から医師等に速やか  ホットラインが敷設されており、医師か  各局産期医療機関において、電話応  急科課程修了者等の救急医療に閲す  ており、妊娠を前提とした傷病者の観  こは、救急隊と指令センター双方が連  協議会において検討することとしてい  （平成柑年1月～12月の妊婦救急搬送    いて特にルールを定めてはいない。し 共有化は図られていない。  
いて 直ちに医師等の受入判断を行え  二受入判断の照会を行える体制が確  らの指示が必要な場合は．救命救急  対の記録をとっている。それにより、年  る知鼓を有する略員が配置されてい  携を行うこととしている本部が多いが、  る。   件数）  かし、県外へ膳送を要する事例が生じ 搬送は、出産後の家族の負担を考え  
る善が直接応対する体制がとられてい  る。   また、妊婦の救急搬送に関しては、  救急隊による照会でほとんどの事例の  県外搬送1件  た場合には、総合周産期母子医療セ れば、原則県内に留めることが理想で  

る。   マニュアルは作成されていない。  連絡してもらうこととしている。  能である。  医療捷関への連絡方法等について内  ンクーが県外医額機関との調整を行っあり、県外への搬送は極めて例外的な  
部で手覿を定めている本部もあるもの  ている。  事例と考える．すべての医療緻関での  

の、手願書までは作成されていない。   情報の共有化は必要ないが、少なくと  
も総合周産期センター同志の連絡はと  
れるようにしておくべきと考える。   
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